
リスクを抑えるためのポイント

投資信託の決算が行われた際に投資家に支払われる金銭を「収益分配金」または「分配金」といいます。運用によってファ
ンドが得た収益を投資した金額に応じて投資家に分配するものです。ファンドによって決算の回数や日付は異なり、支払わ
れた分配金をファンドに再投資するタイプと受け取ることができるタイプがあります。
※運用状況により収益分配金が出ないこともあります。
● 収益分配金の留意点
　追加型公募株式投資信託の収益分配金には、課税扱いの「普通分配金」と非課税扱いの「元本払戻金（特別分配金）」の２
種類があります。投資家ごとに個別元本（購入時の基準価額）が異なるため、投資家によってはファンドの決算時の基準
価額が自分の個別元本より低いときにも収益分配金が支払われます。この時の分配金（一部または全部）はその投資家にとっ
ては、収益の分配（普通分配金）ではなく、元本の一部払い戻しに相当すること（元本払戻金（特別分配金））となります。
元本払戻金（特別分配金）が支払われると、その分個別元本が低くなります。

普通分配金 ＝ 個別元本を上回る部分からの分配金です。（収益／課税扱い）
元本払戻金（特別分配金） ＝ 個別元本を下回る部分からの分配金です。（元本の一部払戻しに相当／非課税扱い）

投資信託の税金
● 公募株式投資信託
　収益分配金（普通分配金）ならびに換金時および償還時の差益は、原則として課税の対象となります。
　詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の該当箇所をご覧ください。
　※個人のお客さまの確定申告にかかるご負担を軽減させるべく当金庫が納税の代行などを行う制度として「特定口座」が
　あります。「特定口座」をご利用いただくことで、確定申告が不要または手続きが簡単になります。

　　詳しくは「特定口座のご案内」パンフレットをご覧ください。
● 公社債投資信託 （マル優制度をご利用の場合を除きます。）　
　個人のお客さまの収益分配金、解約時および償還時の益金については、利子所得として源泉分離課税されます。
　詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の該当箇所をご覧ください。
　※税制改正等に伴い内容が変更となる場合があります。　※税制等の詳細については、国税庁、税務署、税理士等の専門家へお問い合わせください。

投資信託の収益分配金

米沢信用金庫の投資信託は、毎月の積立による「定時定額購入サービス」をご用意。
「定時定額購入」により「時間分散」、コツコツと長期的な資産形成にお役立てください。

投資信託の値段のことを「基準価額」といいます。投資信託に組み入れている株式や債券等をすべて時価評価し、債券の利
息や株式の配当金等の収入を加えて資産総額を算出します。（外貨建資産は円換算します。）そこから運用に必要な費用等を
差し引いて純資産総額を算出し、ファンドに投資している投資家（受益者）全員の合計口数（受益権総口数）で除して、一
日に一度、毎日算出されています。

●「ブラインド方式」がとられています。
　投資信託の基準価額は当日の市場の引け後（午後３時以降）に計算されるため、お客さまが追加型公募株式投資信託のお
取引（購入や換金）を行う時点では、当日の基準価額は分かりません。これを「ブラインド方式」といいます。これは、
既に判明している基準価額で取引ができるとファンドの運用に影響し、既存の投資家（受益者）の利益が害されることが
あることから、投資家の平等性を確保するためにこのような方式がとられているものです。

　※海外の株式や債券に投資するファンドは、お申込日（またはご指定日）の翌営業日の基準価額が適用されます。
　※基準価額は投資信託会社のホームページや新聞等に掲載されます。（全ての新聞に掲載されるものではありません。）
●「個別元本方式」がとられています。
　追加型公募株式投資信託にかかる課税の際に、お客さまがそのファンドを購入したときの基準価額をもって税法上の取得
価額とし、投資家（受益者）ごとに計算する方式のことです。分配金を受け取る時や換金した時の収益にかかる税金の計
算は「個別元本」に基づいて行われ、個別元本を上回る金額に対して課税されます。個別元本は、同じ投資信託を追加購
入したときや分配金を再投資したとき、元本払戻金（特別分配金）が支払われたときに再計算（修正）されます。

　※お客さまの個別元本は、お客さまにお送りする各種報告書等に記載されています。

基準価額 ＝ × 10,000※
純資産総額（資産総額－費用等）

受益権総口数
※当初、１口１円で設定された投資信託は、
１万口あたりの価額で公表されています。

投資信託の値段

ご利用いただける方 ●個人のお客さまに限ります。

ご購入方法 ●毎月ご指定の振替日の翌々営業日に指定され
た銘柄の投資信託を購入します。ただし、ご
購入日当日が当金庫の休業日にあたる場合、
あるいは、銘柄ごとに投資信託会社が定める
購入不可日にあたる場合は、その翌営業日が
ご購入日となります。

●振替金額は年６回まで増額することができま
す。

ご購入金額 ●銘柄ごとに、毎月１万円以上、1,000円単
位でご指定ください。

●年６回の増額月をご指定される場合は、毎月
の振替金額に追加する金額を1,000円単位
でご指定ください。

ご購入日 ●毎月の投資信託ご購入代金引落日（１日、５
日、１０日、１５日、２０日、２５日）をご
指定ください。

　（購入日を同一として複数の銘柄をお申込み
の場合、実際のご購入日が複数の日に分かれ
る場合があります。）

ご購入代金の引き落し ●ご購入代金は振替日に、引落指定口座から引
き落しいたします。

●残高不足等によりご購入代金の引き落しがで
きない場合は、当該月の購入は行いません。

●引落指定口座が貸越になる場合は、引き落し
および当該月の購入は行いません。

●複数の銘柄を同一のご購入日にて購入される
場合、また、異なるご購入日でも、休業日や
購入不可日の関係で実際の引落日が同一日に
あたった場合、合計の金額にて引き落しがで
きない場合は、そのいずれかの銘柄を買付け
るかは当金庫の任意とします。

換金方法 ●投資信託を換金する場合には、別途換金申込
書をご提出ください。

●換金のお申込みは営業日であればいつでもで
きますが、代金のお支払い日は銘柄ごとに異
なりますので、目論見書にてご確認ください。

　（ただし、銘柄によっては換金のお申込みが
できない日もあります。）

引落指定預金口座 ●ご指定いただけるのは本サービスのお申込人
本人の預金口座（投信取引口座にご指定の口
座）に限ります。

手　数　料 ●本サービスに対してはかかりませんが、銘柄
ごとに別途定められた手数料ならびに手数料
にかかる消費税および地方消費税を、毎月の
ご購入の際に、引き落し金額から差し引かせ
ていただきます。

そ　の　他 ●本サービスの終了、銘柄ごとの購入の終了、
あるいは購入金額・引落口座等の変更を希望
される場合は、振替日の７営業日前までに当
金庫所定の用紙によりお申し出ください。

●対象銘柄の償還等の事由により、追加購入が
できなくなった場合には、本契約を終了する
場合があります。

■ 投資信託「定時定額購入サービス」概要● 毎月１万円からできます。

● ご購入は便利な自動引き落とし。

月々１万円から１千円単位で定期的にご購入できます。
また、年６回まで増額月の設定もできます。

はじめの手続きだけで、あとは毎月自動的に預金口座から購入資金を
引き落して購入します。都度のお申込やご来店の必要がありません。

下のグラフは、仮のファンドを想定して、その基準価額の変動によりど
う変化するのかを一般的な例で示したものです。上昇時には「もっと上
がるかも」と考え、購入意欲が湧き、下落時には「また下がるかも」と
考え、購入意欲がそがれるかもしれません。しかし、定期的に一定金額
を買付する方法で購入すれば、一時的な基準価額の変動に左右されるリ
スクを抑えることができ、購入価額を平準化することができます。

ドルコスト平均法とは、定期的に一定の金額で価格変動商品（有価証券
など）を購入していく投資方法です。有価証券等へ投資する場合、価格
が安いのはどの時点であるかを判断することは非常に難しいものです。
ドルコスト平均法ならば毎回一定の金額で投資信託を購入するので、基
準価額が高い時には少ない口数、反対に基準価額が安い時には多くの口
数を購入することになり、一定の口数を購入していくよりも平均購入単
価を安定化させる効果が期待できます。

※上記の数字はあくまでも仮定であり、将来の成果をお約束するものではありません。
※上記の例では購入時手数料等は考慮しておりません。
※「ドルコスト平均法」は将来の成果をお約束したり、相場下落時における損失を防止す
るものではありません。

購入価額を平準化

ドルコスト平均法

購入した時の基準価額 ファンドの基準価額 平均購入価格
12,000円

10,000円

8,000円

6,000円
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

購入価額を平準化することができます

少なく買う

多く買う
多く買う

17,000円

10,000円

6,000円

1月 2月 3月 4月

7,000円

ドルコスト
平均法 平均購入単価

8,541円

平均購入単価
10,000円

一定口数
購入

毎月10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

10,000円 6,000円 17,000円 7,000円

10,000口 10,000口 10,000口 10,000口

10,000口 16,666口 5,882口 14,285口 合計46,833口

40,000円

合計40,000口

40,000円毎月10,000口

本店営業部
東 支 店
北 部 支 店
西 部 支 店

（0238）22ｰ3430
（0238）22ｰ3437
（0238）23ｰ3435
（0238）23ｰ3297

（0238）23ｰ9058
（0238）22ｰ0001
（0238）37ｰ5888
（0238）24ｰ3113

（0238）43ｰ2640
（0238）84ｰ6851
（0238）57ｰ4520
（0238）42ｰ2255

（023）641ー 3223南 支 店
御 廟 支 店
中 田 支 店
通 町 支 店

赤 湯 支 店
長 井 支 店
高畠糠野目支店
川 西 支 店

山 形 支 店

●土・日…10：00～17：00まで営業

http://www.shinkin.co.jp/yonezawa/

火曜日・祝日は
定休日となりますしんきんマネー相談プラザ 0120－46－3715 ●平　日…10：00～19：00まで営業

米沢市春日１丁目２－12（北部支店東側に併設）

投資信託「定時定額購入サービス」

ポイント①

資産分散

１つの投資対象にまとめて投資せず、値動きの違うさまざまな資産に
分散して投資すれば、リスクも分散し、運用の安定性が増します。
＜卵は１つのカゴに盛るな＞
資産運用に関することわざの１つです。１つのカゴにすべての卵を盛
っていた場合、カゴを落としたときにすべての卵が割れてしまうおそ
れがあります。いくつかのカゴに分けて卵を盛っていれば、そのうち
の１つを落としてもすべての卵が割れてしまうことは避けられます。

ポイント②

長期投資
株式も債券も価格変動はまぬがれません。短期間でみると一時的な要因により大きく変動することが
ありますが、長期的に投資することにより、この変動リスク（値動きの幅）が小さくなる傾向があり
ます。変動リスクが小さくなり運用の安定性が増すと、リスクの管理が行いやすくなります。

ポイント③

時間分散
安い時に買って高い時に売る。理想ではありますがプロでもタイミングは難しいものです。そこで、
一度にまとめて投資するのではなく、時期を何回かに分散して投資することで、投資タイミングによ
る価格変動リスクを低減する効果が期待できます。

1つのカゴに投資した場合

複数のカゴに投資した場合
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●平 日…１５：００ まで営業
●土 …９：００～ で営業
●定休日…火曜日 日、１２月３１日～１月３日
米沢市春日１丁目２ー１２（当金庫北部支店に併設）
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●平 日…１５：００～１９：００まで営業
●土 …９：００～ まで営業
●定休日…火曜日 、祝日、１２月３１日～１月３日
米沢市春日１丁目２ー１２（当金庫北部支店に併設）


